
平
成
十
九
年
十
月
四
日
提
出

質

問

第

八

七

号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
う
高
齢
者
医
療
負
担
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

山

井

和

則
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
う
高
齢
者
医
療
負
担
に
関
す
る
質
問
主
意
書

来
年
二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら
始
ま
る
七
十
〜
七
十
四
歳
の
医
療
費
一
割
か
ら
二
割
負
担
増
の
凍
結
、
七
十
五
歳
か
ら
の
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
一
部
凍
結
な
ど
、
福
田
総
理
は
こ
こ
に
き
て
急
遽
、
選
挙
対
策
に
高
齢
者
の
医
療
負
担
増
を
一
部
凍
結
す

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
府
の
医
療
制
度
改
革
は
昨
年
二
〇
〇
六
年
六
月
、
民
主
党
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
強
行
採
決

し
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
が
今
ご
ろ
に
な
っ
て
実
施
を
凍
結
す
る
の
は
言
語
道
断
で
あ
る
。

国
民
、
特
に
こ
の
制
度
の
当
事
者
と
な
る
高
齢
者
に
と
っ
て
切
実
な
疑
問
は
、
自
分
の
保
険
料
が
こ
れ
か
ら
上
が
る
の
か
下

が
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
な
る
か
で
あ
る
。
以
下
質
問
す
る
。

一

厚
生
労
働
省
の
試
算
で
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
る
と
七
十
五
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
は
全
国
平
均
で
月
六
二

〇
〇
円
、
年
間
七
万
四
〇
〇
〇
円
の
保
険
料
負
担
に
な
っ
て
い
る
。

�

今
ま
で
子
ど
も
等
の
被
扶
養
者
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
ご
自
身
で
保
険
料
を
負
担
さ
れ
て
い
た
方
の
全
国
平
均
の
保
険
料

負
担
額
は
い
く
ら
か
。

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
る
と
�
の
方
々
の
う
ち
、
保
険
料
の
上
が
る
人
、
下
が
る
人
の
お
お
よ
そ
の
実
数
お
よ

び
割
合
は
ど
れ
ぐ
ら
い
か
。
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

一



�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
後
期
高
齢
者
の
方
々
の
保
険
料
収
入
は
ど
れ
ぐ
ら
い
増
え
る
の
か
。

�

も
し
�
か
ら
�
の
額
が
全
く
分
か
ら
な
い
な
ら
ば
、
国
民
に
と
っ
て
最
も
切
実
な
疑
問
に
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
な

る
。
実
施
し
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

実
施
し
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
い
つ
公
表
す
る
の
か
。

�

今
こ
う
し
た
数
字
、
金
額
が
答
え
ら
れ
な
い
場
合
、
今
後
、
調
査
し
、
公
表
す
る
考
え
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


